
 計 画 の 推 進 

第８次知多市高齢者保健福祉計画 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                            

                                                             

 

 

 

 

 

 

概要版 

計画期間は、令和３年度から８年度までの６年間とします。 

 

保健・福祉分野の個別計画を総合的に推進するための第４次知多市地域福祉計画では、

基本理念を「共に支え合い 住み慣れた地域で 安心して暮らせる まちづくり」と定めてお

り、地域にかかわるすべての力を合わせ、人と人がつながり、互いに支え合うことで住み

慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会をめざすものです。高齢者分野で

は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの

構築を進める必要があります。高齢者の保健・福祉分野の個別計画である本計画では、そ

の基本理念を「高齢者が 住み慣れた地域で いきいきと暮らせる まちづくり」とします。 

 

 高齢者が 住み慣れた地域で  

いきいきと暮らせる まちづくり 

～地域包括ケアシステムの構築・推進～ 

本計画の推進に当たっては、知多北部広域連合を始めとする関係機関と連携して取組

を進めます。 

また、本計画は、保健、医療、福祉関係団体の代表者や地域住民の代表者で構成する

「知多市保健福祉審議会」に報告し、進捗管理を行います。 

「計画（Plan）」、「実行（Do）」、「評価（Check）」、「改善（Action）」のプロセスを順に

実施する「ＰＤＣＡサイクル」の手法を踏まえ、必要に応じて改善に向けて取り組み、着

実に計画を推進します。 

   基本理念の実現をめざして、次の３つの基本目標と９つの基本施策を定めて施策・事業

を展開していきます。 

すべての施策が有機的に連携して形づくる「地域包括ケアシステム」の構築・推進は、

高齢者を地域全体で支えるまちづくりの基盤となるものであり、引き続き重要課題に位置

付け取組を進めます。 

基本目標２ 健康づくり・介護予防の推進 

１ 健康の維持・増進 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

本計画は、老人福祉法第 20条の８を根拠とする法定計画で、介護保険法第 117条の規定に

基づく介護保険事業計画と一体のものとして策定することとされています。 

知多市、東海市、大府市及び東浦町の３市１町は、共同で介護保険の保険者である知多北

部広域連合を設置しているため、介護保険事業計画は広域連合で、高齢者保健福祉計画はそ

れぞれの市町で策定することとなり、両計画が整合のとれたものとなるように、広域連合と

連携して策定します。 

また、本計画は、第６次知多市総合計画及び第４次知多市地域福祉計画を上位計画として

おり、上位計画で掲げる目標を実現するために、本計画で個別に具体的な手段を明らかにし

ていくものです。 

 計 画 の 位 置 付 け 

 計 画 期 間 

 基 本 目 標 ・ 基 本 施 策 

  

 基 本 理 念 

基本目標３ 高齢者の積極的な社会参加 

１ 生きがいのある暮らしの支援 

２ 多様な活動への参加推進 

基本目標１ 共に支え合う地域づくりの推進 

 １ 包括的な支援体制の整備 

 ２ 生活支援・見守り体制の充実 

 ３ ボランティア・ＮＰＯ等の活動の推進 

 ４ 権利擁護・虐待防止の推進 

 ５ 認知症施策の推進 

令和３年度～令和８年度 

地域福祉計画

総合計画

【関連計画】

・障がい者計画

・障がい福祉計画・障がい児福祉計画

・子ども・子育て支援事業計画

・健康日本21ちた計画

・自殺対策計画

・知多地域成年後見制度利用促進計画

・介護保険事業計画（知多北部広域連合）

・社会福祉協議会発展強化計画（社会福祉協議会） 等

整合

整合

連携

高齢者保健福祉計画
介護保険事業計画

（知多北部広域連合）
一体性

連携

連携



１ 健康の維持・増進 

 

２ 介護予防・日常生活支援総合 

事業の推進 
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基本理念  基  本  施  策 

 

基本施策ごとの取組                              

９） 

 

 

基  本  目  標 

 

 計      画      の      体      系 

(1)在宅福祉サービス  (2)施設福祉サービス (3)在宅医療・介護連携の推進 
(4)地域ケア会議の推進 (5)情報提供・相談窓口の充実  

 

(1)生活支援コーディネーターの配置 (2)生活支援協議体の設置 
(3)あんしんとなり組事業の推進   (4)避難行動要支援者支援の体制づくり 
(5)友愛訪問事業 

 

(1)地域課題の解決に向けた活動の支援 (2)居場所・活動拠点の確保 

 

(1)介護予防・生活支援サービス事業 (2)一般介護予防事業 

(1)老人福祉センター等の活用 (2)ボランティアセンターの活用 

 

(1)日常生活自立支援事業 (2)成年後見制度利用促進事業 
(3)高齢者虐待防止ネットワークの推進 

(1)認知症施策推進条例による認知症施策の総合的な推進  
(2)認知症初期集中支援推進事業 (3)認知症地域支援・ケア向上事業 
(4)認知症高齢者及び家族を支援する体制づくり 

(1)特定健康診査・特定保健指導 (2)健康づくり事業  

(1)地域活動への支援 (2)多様な活動への参加支援 

老人クラブ等 

基本目標１ 

 
共に支え合う 
地域づくりの推進 

１ 包括的な支援体制の整備 

２ 生活支援・見守り体制の充実 

３ ボランティア・ＮＰＯ等の活動

の推進 

１ 生きがいのある暮らしの支援 

２ 多様な活動への参加推進 

 

５ 認知症施策の推進 

４ 権利擁護・虐待防止の推進 

基本目標２ 

 
健康づくり・介護予防 
の推進 

基本目標３ 

 
高齢者の積極的な 
社会参加 


